
大規模小売店舗立地法第６条第２項に係る変更届出の要旨の掲示（1/3） 
１ 店舗の名称 

イオンタウン安原ショッピングセンター 

 

２ 所在地 

青森県弘前市大字泉野１丁目４－２ 外 

 

３ 届出者 
イオン東北株式会社 
代表取締役 辻 雅信 
秋田県秋田市土崎港北一丁目 6 番 25 号 
 
三菱 HC キャピタルエステートプラス株式会社 
代表取締役 野々口 剛 
東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号 
 
株式会社コムネット 
代表取締役  佐藤 隆志 
宮城県東松島市矢本字北浦 97 番地 2 
 
株式会社ワークマン 
代表取締役  小濱 英之 
群馬県伊勢崎市柴町１７３２番地 

 

４ 変更事項 

① 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

  ア 駐車場の位置及び収容台数 
 位      置 収容台数 

変更前 駐車場   ７０５ 台 
変更後 駐車場   ５４５ 台 

  イ 駐輪場の位置及び収容台数 
 位      置 収容台数 

駐輪場(1)     ５０ 台 
駐輪場(2)     ４０ 台 
駐輪場(3)     ５５ 台 
駐輪場(4)     ３０ 台 
駐輪場(5)     ７０ 台 
駐輪場(6)     ５０ 台 

変更前 

計   ２９５ 台 
駐輪場(1)     ５０ 台 
駐輪場(2)     ４０ 台 
駐輪場(3)     ５５ 台 
駐輪場(4)     １０ 台 
駐輪場(5)     １０ 台 

変更後 

計   １６５ 台 
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ウ  荷さばき施設の位置及び面積 
 位      置 面  積 

荷捌施設(1)   ２８５ ㎡ 
荷捌施設(2)   ４３５ ㎡ 
荷捌施設(3)     ８６ ㎡ 
荷捌施設(4)   １２９ ㎡ 
荷捌施設(5)     ６９ ㎡ 
荷捌施設(6)   １９３ ㎡ 

変更前 

計 １，１９７ ㎡ 
荷さばき(1)   ２８５ ㎡ 
荷さばき(2)   ４３５ ㎡ 
荷さばき(3)     １３ ㎡ 
荷さばき(4)     ４１ ㎡ 
荷さばき(5)   ２６０ ㎡ 

変更後 

計 １，０３４ ㎡ 

エ  廃棄物等の保管施設の位置及び容量 
 位      置 面  積 

廃棄物保管施設(1)   ４７ ㎥ 
廃棄物保管施設(2)     ７ ㎥ 
廃棄物保管施設(3)     ９ ㎥ 
廃棄物保管施設(4)   １１ ㎥ 
廃棄物保管施設(5)     ４ ㎥ 
廃棄物保管施設(6)     ８ ㎥ 
廃棄物保管施設(7)     ４ ㎥ 
廃棄物保管施設(8)   ２６ ㎥ 

変更前 

計 １１６ ㎥ 
廃棄物(1)   ４７ ㎥ 
廃棄物(2)     ７ ㎥ 
廃棄物(3)     ９ ㎥ 
廃棄物(4)   １１ ㎥ 
廃棄物(5)     ４ ㎥ 
廃棄物(6)     ４ ㎥ 
廃棄物(7)     ６ ㎥ 
廃棄物(8)   ３５ ㎥ 

変更後 

計 １２３ ㎥ 

 

② 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

  ア  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

【変更前】 

小売業者 開店時間 閉店時間 
イオン東北株式会社 ２４時間 
株式会社サンデー 午前 ７時００分 午後 ９時００分 
株式会社ツルハ 午前 ９時００分 午後 １０時００分 
有限会社つるや 午前 ９時００分 午後 １０時００分 
株式会社大創産業 午前 ９時００分 午後 １０時００分 
株式会社ジーフット 午前 ９時００分 午後 １０時００分 
株式会社デジタルサービス 午前 ９時００分 午前   ０時００分 
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【変更後】 

小売業者 開店時間 閉店時間 
イオン東北株式会社 ２４時間 
株式会社サンデー 午前 ７時００分 午後 ９時００分 
株式会社ツルハ 午前 ９時００分 午後 １１時００分 
有限会社つるや 午前 ９時００分 午後 １０時００分 
株式会社大創産業 午前 ９時００分 午後 １０時００分 
株式会社ジーフット 午前 ９時００分 午後 １０時００分 
株式会社デジタルサービス 午前 ９時００分 午前   ０時００分 
株式会社ワークマン 午前 ７時００分 午後 ８時００分 

イ  荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 
【変更前】 

位   置 荷さばき可能時間帯 
荷捌施設(1) ２４時間 
荷捌施設(2) 午前 ７時００分 ～ 午後 ９時００分 
荷捌施設(3) 午前 ７時００分 ～ 午後 ９時００分 
荷捌施設(4) 午前 ７時００分 ～ 午後 ９時００分 
荷捌施設(5) 午前 ７時００分 ～ 午後 ９時００分 
荷捌施設(6) 午前 ６時００分 ～ 午後 ９時００分 

【変更後】 

位   置 荷さばき可能時間帯 
荷さばき施設(1) ２４時間 
荷さばき施設(2) 午前 ７時００分 ～ 午後 ９時００分 
荷さばき施設(3) 午前 ７時００分 ～ 午後 ９時００分 
荷さばき施設(4) 午前 ７時００分 ～ 午後 ９時００分 
荷さばき施設(5) ２４時間 
荷さばき施設(6) 午前 ６時００分 ～ 午後 ９時００分 

 

５ 変更理由 

テナント入れ替えに伴う店舗運営計画の見直しのため。 

 

６ 変更年月日 

令和 ７年 ５月 ２６日 

 

 

 

 

問い合わせ先 

イオン東北株式会社 開発本部 開発部 本田 

住所：秋田県秋田市楢山川口境 5-11 

連絡先：０１８－８８９－２１１１ 

 

本件に関する大規模小売店舗立地法に係る届出書類等は，青森県経済産業部地域

企業支援課及び弘前市商工部商工労政課において，令和 ６年１０月１５日から令

和 ７年２月１７日まで閲覧できます。 

 
 



 

 

変更前 

変更後 


